
   

日本救急看護学会における研究倫理審査手順 

 

 

 

 

倫理申請書類を日本救急看護学会事務所に電子媒体で提出 

zip＊にまとめてパスワードをかけて送信 

（審査申請書類は学会ホームページ参照） 

簡易審査 

①共同研究機関で審査を受けている研究 

②軽微な変更で再申請した研究 

③侵襲を伴わない研究（介入なし） 

④軽微な侵襲を伴う研究（介入なし） 

通常審査 

 

簡易審査の対象以外の研究 

承 認 条件付承認 変更勧告 不承認 

「条件付承認」または「変更勧告」： 

結果通知から３ヶ月以内に必要書類を

揃えて再審査を申請する 

（研究倫理審査運営要領第 9条参照） 

 

「承認内容の変更」等： 

変更が生じた場合、速やかに必要書類を

添えて再審査を申請する 

日本救急看護学会における研究倫理審査に申請できる方 

①所属施設に研究倫理を審査する組織がない 

②所属施設に審査する組織はあるが看護研究を扱っていない 

③複数施設の研究者で実施する研究で主たる研究者が本会会員である 

 

 

 

代表理事から審査結果を通知 

＊zipにまとめてパスワードをかけて送る方法 

①zipの無料ソフト（7-Zip、Lhaplusなど）をインストールし、申請書類一式を zip 

 ファイルにまとめる。 

②zipファイルにパスワードをつける。 

③zipファイルを事務所に送信する 

④その後、パスワードを事務所に送信する 


